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地方自治法第１９９条第１項及び第２項並びに第４項の規定による監査の結果に

関する報告を次のとおり決定したので、同条第９項の規定により当該報告を別紙のと

おり公表します。 
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定例監査等結果報告書 

 

 

１ 白山市監査基準への準拠 

  白山市監査基準に準拠して監査を行った。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第２項並びに第４項に基づく定例監査及び 

行政監査 

 

３ 監査の対象 

対象部署 対象範囲 

文化財保護課、スポーツ課、公園緑地課、

建築住宅課及び教育総務課 

令和３年４月１日から令和３年１１

月３０日までに執行された所掌事務

事業について 

企画課（含 SDGs・地方創生推進室）、協

働推進課、定住支援課、交通対策課、白

山総合車両所等活用対策室及び鶴来白山

ろく上下水道課 

令和３年４月１日から令和３年１２

月３１日までに執行された所掌事務

事業について 

文化振興課、博物館、松任中川一政記念

美術館、松任ふるさと館、千代女の里俳

句館、石川ルーツ交流館、呉竹文庫、鳥

越一向一揆歴史館及び会計課 

令和３年４月１日から令和４年１月

３１日までに執行された所掌事務事

業について 

 

４ 監査の着眼点 

  財務に関する事務の執行について、その事務が関係法令にのっとり、適正かつ効

率的に行われているかを主眼として実施した。 

＜主な監査項目＞ 

・財務に関する事務の執行状況 

・契約に関する事務の執行状況 

・財産管理及び施設維持管理状況 

・その他必要と認める事項 

 

５ 監査の主な実施内容 

  監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、抽出により諸帳簿等の関

係書類等について調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。 

 



６ 監査の実施場所及び日程 

 ⑴ 実施場所 監査委員事務局 

 ⑵ 実施日程 令和４年１月２５日から令和４年４月２０日まで 

 

７ 監査の結果 

  財務に関する事務等の執行及び事務事業の実施について、監査した範囲において

は、おおむね適正に処理されていると認められたが、過去の指摘事項について、措

置が完了していない事案があったので、鋭意是正又は改善に努められたい。 

  また、その他監査の際に見受けられた事務処理上注意すべき軽微な事項について

は、当事者に対して改善又は検討を指示したので、記述を省略する。 


